
                                         ●開発区域の面積が 3,000 ㎡以上 

                                         ●中高層建築物の建築 

●葬祭場、墓地・納骨堂・火葬場、ペット霊園等 
 

 大規模開発事業等の協議・調整の手続の流れは、次のとおりです。 
 
 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例（案）の手続の流れ 

構想届出書の提出 

構想板の設置 

構想板設置届出書の提出 

構想見解書の提出 

事前協議書の提出 

計画板の設置 

計画板設置届出書の提出 

説明会の開催 

説明結果報告書の提出 

開発事業見解書の提出 

開発事業再見解書の提出 

協議申請書の提出 

構想届出書(写)の縦覧 

構想意見書(写)の送付 

構想意見書・構想見解書(写)の縦覧 

助言又は指導 

助言又は指導の縦覧 

事前協議書(写)の縦覧 

説明結果報告書(写)の縦覧 

開発事業意見書(写)の送付 

意見書・見解書(写)の縦覧 

再意見書(写)の送付 

再意見書・再見解書(写)の縦覧 

協議事項通知書の通知 

協議事項通知書(写)の縦覧 

協 議 

構想意見書の提出 

開発事業意見書の提出 

開発事業再意見書の提出 

説明会の開催通知の送付 

協議申請書(写)の縦覧 

適合承認書又は 

不適合通知書の交付 

適合承認書・不適合通知書(写)の縦覧 

協 定 等 の 締 結 

工事着手届の提出 

工事 

中 間 検 査 ・ 完 了 検 査 

完了検査通知書又は指示書の通知 

公共施設等引継書の提出 

適合承認書又は計画補正通知書の交付 

公共施設等の帰属 


